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お知らせと情報
Information＆News

6かすみがうらかすみがうら7

▼千代田庁舎 ☎ 0299-59-2111　 ▼霞ヶ浦庁舎 ☎ 029-897-1111

▼広報誌へのご意見をお寄せください　　 ▼メール・ハガキ・電話などいずれの方法でも結構です

◉人 口 41,245 人 [ 前月比 - 64 ]

◉男 性 21,016 人 [ 前月比 - 32 ]

◉女 性 20,229 人 [ 前月比 - 32 ]

◉世帯数 17,582 世帯 [ 前月比 + 17  ]

▼令和 2 年 11 月1日現在
（住民基本台帳人口）

▼かすみがうら市の人口

▼国民年金ニュース

11月 30 日は年金の日
11月は「ねんきん月間」で、11月

30日（いいみらい）は「年金の日」です。
　この機会に、ご自身の年金記録や公
的年金の受給見込み額を確認し、老後
の生活設計を考えてみてはいかがで
しょうか。
日本年金機構では、国民年金と厚生

年金に加入している全ての方に、年金
加入記録などを確認できるよう、毎年
誕生日月に「ねんきん定期便」を送付
しています。
35歳・45歳・59歳の方には、「封

書」の「ねんきん定期便」を送付し、年
金加入記録の確認方法などを詳しく記
載したパンフレットや、年金加入記録
に「漏れ」や「誤り」があった場合に提
出する「年金加入記録回答票」を同封
しています。
上記、対象年齢以外の方の「ねんき

ん定期便」は「はがき」になります。

ねんきん定期便に関するお問い合わせ
「ねんきん定期便・
ねんきんネット専用ダイヤル」
０５７０‐０５８‐５５５（ナビダイヤル）
        月 ▼午前 8時半～午後7時
火～金 ▼午前 8時半～午後5時15分
第2土 ▼午前 9時半～午後4時
※ 月が祝日の場合は、翌日以降の開所日
初日に午後7時まで利用できます。
※�祝日（第2土を除く）、12月29日�
～1月3日は利用できません。

問�国保年金課（千代田庁舎）

募
　
集

や
ま
ゆ
り
館
行
事[

要
予
約]

▼�

ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
＆
フ
ァ
ー
ス
ト
サ
イ
ン

日
　
時

12
月
９
日
水
午
前
10
時
か
ら

募 

集

親
子
10
組（
２
カ
月
か
ら
ハ
イ
ハ
イ

前
ま
で
の
赤
ち
ゃ
ん
と
そ
の
保
護
者
）

持
ち
物
　
飲
み
物
、
タ
オ
ル
、
バ
ス
タ
オ
ル

費 

用

２
０
０
円

 

※
11
月
25
日
水
午
前
９
時
半
～
12
月
７
日
月
予
約
受
付

▼�

ク
リ
ス
マ
ス
リ
ー
ス
づ
く
り

日
　
時

12
月
８
日
火
午
前
10
時
か
ら

募 

集

親
子
10
組

費 

用

２
０
０
円

 

※
11
月
24
日
火
午
前
９
時
半
～
12
月
４
日
金
予
約
受
付

就
労
相
談[

要
予
約]

募
集
・
相
談
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、中
止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
仕
事
に
就
く
こ
と
が
困

難
な
方
を
対
象
に
、
就
労
相
談
に
応
じ
ま
す
。

日
時

12
月
14
日
月 

午
後
１
時
～
５
時

場
所 

�

勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム（
稲
吉
２
‐
６
‐
25
）

対
象 

�

15
歳
～
39
歳
ま
で
の
方
と
そ
の
保
護
者

※ 

詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問�

い
ば
ら
き
県
南
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

☎ 

０
２
９（
８
９
３
）３
３
８
０

相
　
談

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
支
援
情
報

く
　
ら
　
し

寝
具
消
毒
サ
ー
ビ
ス

【�ストーリー�】
路地裏にひっそりと佇む深夜営業の“め
しや”。ちょっとワケありな客が訪れて
は、マスターの作る懐かしい味に心の
重荷を下ろし、胃袋と心を癒して明日
への一歩を踏み出していく。

▼日時 12月5日土14:00～
　※13：30受付・開場

▼場所 あじさい館[視聴覚室 ]

▼料金 １００円　[上映時間124分 ]
問�霞ヶ浦中地区公民館
☎029‐897‐0511

あじさい土曜名画座 �当日先着20人 

続・深夜食堂 出演 小林薫

【�上映の注意点�】
マスクの着用をお願いします。

高
齢
者
や
寝
た
き
り
の
方
が
清
潔
で
快
適
な

生
活
が
送
れ
る
よ
う
、
掛
け
布
団
や
敷
き
布
団
、

毛
布
の
洗
濯
・
乾
燥
・
消
毒
に
係
る
費
用
が
自

己
負
担
１
割
で
利
用
で
き
る
よ
う
支
援
し
ま
す
。

実
施
日

12
月
３
日
木

対
象
者

❶ 

寝
具
の
衛
生
管
理
が
困
難
な
70

歳
以
上
で
１
人
暮
ら
し
、
ま
た
は

高
齢
者
世
帯
の
方

❷ 
老
衰
、
疾
病
な
ど
の
理
由
に
よ
り

寝
た
き
り
状
態
の
65
歳
以
上
の
方

❸
寝
た
き
り
状
態
の
身
体
障
害
者

令
和
２
年
度
の
タ
ク
シ
ー
利
用
助
成
券
に

つ
い
て
、
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

助
成
対
象
者（
左
記
以
外
に
も
条
件
が
あ
り
ま
す
）

満
60
歳
以
上
で
、
運
転
免
許
証（
原
動
機
付
自

転
車
免
許
を
除
く
）の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
方

申
請
方
法（
２
通
り
の
方
法
で
申
請
で
き
ま
す
）

❶
郵
送
ま
た
は
持
参
す
る
場
合

タ
ク
シ
ー
利
用
助
成
券
交
付
申
請
書
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、
政
策
経
営
課
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
窓
口
で
申
請
す
る
場
合
は
、
必

ず
は
ん
こ
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

❷
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
場
合

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
タ
ク
シ
ー
助
成
券
」

の
専
用
フ
ォ
ー
ム
か
ら
申
請
が
可
能
で
す
。

※ 

詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問�

政
策
経
営
課（
千
代
田
庁
舎
）

タ
ク
シ
ー
利
用
料
金
助
成

【
市
民
生
活
を
支
援
】

▼
か
す
み
エ
ー
ル
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券

 　

市
内
の
対
象
店
舗
で
使
用
可
能
な
、
１

冊
１
万
円
分
が
５
０
０
０
円
で

購
入
で
き
る
、
大
変
お
得
な
商

品
券
を
販
売
し
て
い
ま
す
。

使
用
期
限 

�

12
月
31
日
木

問�

地
域
未
来
投
資
推
進
課（
千
代
田
庁
舎
）

【
子
育
て
世
代
を
支
援
】

▼
か
す
み
が
う
ら
市
子
育
て
応
援
給
付
金

�　
対
象
児
童
お
よ
び
妊
婦
１
人
に
つ
き

１
万
円
を
支
給
し
ま
す
。

申
請
期
限　

 

12
月
25
日
金

問�

子
ど
も
家
庭
課（
千
代
田
庁
舎
）

▼
ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金

�

　
ひ
と
り
親
世
帯
を
支
援
す
る
た
め
、
臨

時
特
別
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

対
象
者
に
よ
り
、
申
請
が
必
要

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
請
期
限　

 

令
和
３
年
３
月
１
日
月

問�

子
ど
も
家
庭
課（
千
代
田
庁
舎
）

▼
か
す
み
エ
ー
ル
学
生
ふ
る
さ
と
応
援
便

 　

市
外
に
住
ん
で
い
る
学
生
の
う
ち
、
保

護
者
が
本
市
に
住
民
登
録
を
し

て
い
る
学
生
の
皆
さ
ん
に
、
市

の
特
産
品
を
お
届
け
し
ま
す
。

申
請
期
限 

�

令
和
３
年
１
月
29
日
金

問�

地
域
未
来
投
資
推
進
課（
千
代
田
庁
舎
）

【
事
業
者
を
支
援
】

▼「
新
し
い
生
活
様
式
」に
対
応
し
た
事
業
者
支
援

 　

感
染
予
防
対
策
に
係
る
施
設
整
備
費
や

Ｅ
Ｃ
サ
イ
ト
構
築
費
用
、
テ
レ
ワ
ー
ク
導
入

費
な
ど
に
対
し
、
上
限
20
万
円

（
補
助
率
４
分
の
３
）の
補
助
を

行
い
、「
新
し
い
生
活
様
式
」の

構
築
を
支
援
し
ま
す
。

申
請
期
限 

�

令
和
３
年
２
月
26
日
金

問�

地
域
未
来
投
資
推
進
課（
千
代
田
庁
舎
）

▼
か
す
み
が
う
ら
市
事
業
継
続
給
付
金

 　

売
り
上
げ
が
前
年
同
月
比
で
30
％
以
上

50
％
未
満
減
少
し
て
い
る
市
内
事
業
者
に
対

し
、
国
の
持
続
化
給
付
金
を
受
け

て
い
る（
申
請
予
定
含
む
）方
を
除

き
、一
律
20
万
円
を
支
給
し
ま
す
。

申
請
期
限 

�

令
和
３
年
１
月
15
日
金

問�

地
域
未
来
投
資
推
進
課（
千
代
田
庁
舎
）

※ 

そ
の
他『
事
業
者
の
支
援
』に
つ

い
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

案
内
し
て
い
ま
す
。

※ 

申
し
込
み
は
、千
代
田
庁
舎
、霞
ヶ
浦
庁
舎
、

中
央
出
張
所
に
あ
る
申
請
書
に
記
入
・
押
印

の
上
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問�

介
護
長
寿
課（
千
代
田
庁
舎
）

ひ
と
り
親
家
庭
の
父
母
が
看
護
師
な
ど
の

資
格
を
取
得
す
る
た
め
に
、
養
成
機
関
で
１
年

以
上
修
学
す
る
場
合
、給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

対
象
者（
❶
～
❸
を
全
て
満
た
す
父
母
）

❶ 

児
童
扶
養
手
当
受
給
者
と
同
等
の
所
得
水

準
に
あ
る
方

 

❷ 

養
成
機
関
に
お
い
て
１
年
以
上
の
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
を
修
業
し
、
対
象
資
格
の
取
得
が
見

込
ま
れ
る
方

 

❸�

就
業
ま
た
は
育
児
と
修
業
の
両
立
が
困
難

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
方

対
象
資
格

看
護
師（
准
看
護
師
を
含
む
）、
保
育
士
、
介

護
福
祉
士
、
作
業
療
法
士
、
理
学
療
法
士
、

歯
科
衛
生
士
、
美
容
師
、
社
会
福
祉
士
、
製

菓
衛
生
師
、
調
理
師

※ 

支
給
額
な
ど
の
詳
細
は
、市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問�

子
ど
も
家
庭
課（
千
代
田
庁
舎
）

ひ
と
り
親
家
庭
の
資
格
取
得
を
応
援

▼
子
育
て
相
談

日 

時

12
月
８
日
火
・
22
日
火 

午
前
９
時
半
～
11
時
・
午
後
２
時
～
４
時

※
12
月
１
日
火
午
前
９
時
半
か
ら
予
約
受
付

問�

や
ま
ゆ
り
館�

☎�

０
２
９（
８
３
２
）５
６
０
１

無
料
結
婚
相
談
会

結
婚
を
希
望
さ
れ
る
方
や
考
え
て
い
る
方
、

ご
両
親
な
ど
、
無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

日
　
時　

12
月
13
日
日
午
前
10
時
～
午
後
３
時

場 

所　
�

石
岡
市
東
地
区
公
民
館 

（
石
岡
市
東
石
岡
４ - 

６ - 

24
）

持
ち
物

身
上
書
、
写
真（
Ｌ
判
１
枚
）

※ 

詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問�

マ
リ
ッ
ジ
サ
ポ
ー
タ
ー
県
南
・
石
岡
地
域
支
部

　
 

担
当（
大
内
）　☎ 

０
２
９
９（
２
３
）３
８
２
９

12
月
１
日
は「
い
の
ち
の
日
」

無
料
税
務
相
談
会[

要
予
約]

日
時

12
月
１
日
火
・
８
日
火
午
後
１
時
～
３
時

場
所 

関
東
信
越
税
理
士
会
土
浦
支
部　
　

（
土
浦
市
中
央 

１ - 

11 - 

19
）

問�

関
東
信
越
税
理
士
会
土
浦
支
部�

☎�

０
２
９（
８
２
４
）５
０
５
５

身
近
な
方
の
い
つ
も
と
違
う
変
化
に「
気
付

き
」「
声
を
掛
け
」「
話
を
聴
き
」、

専
門
の
相
談
機
関
に「
つ
な
ぎ
」

「
見
守
る
」た
め
の
ゲ
ー
ト
キ
ー

パ
ー
の
存
在
が
重
要
で
す
。
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー

に
な
り
、
大
切
な
人
の
命
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

問�

茨
城
県
障
害
福
祉
課 

☎ 

０
２
９（
３
０
１
）３
３
６
８

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
掲
示
板
な
ど
で
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
者
や
、濃
厚
接
触
者
、

医
療
・
看
護
従
事
者
な
ど
に
対
し
て
の
、
誹
謗

中
傷
な
ど
が
目
立
っ
て
い
ま
す
。
誹
謗
中
傷
を

行
う
こ
と
は
、許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、人
々

を
傷
つ
け
る
こ
と
以
外
、
何
も
生
み
出
し
ま
せ

ん
。
市
民
の
皆
さ
ん
は
、
冷
静
な
判
断
と
思
い

や
り
の
あ
る
行
動
を
し
ま
し
ょ
う
。

問�

健
康
づ
く
り
増
進
課�

☎�

０
２
９（
８
９
８
）２
３
１
２

思
い
や
り
の
あ
る
行
動
を
し
ま
し
ょ
う

茨 城 県 HP 
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このカレンダーは広報誌からはずし掲示してご利用いただけます。

◇行政案内 ○健康 ▲相談 ■イベント

◆問い合わせ先一覧

◦千代田庁舎・霞ヶ浦庁舎☎ 0299-59-2111・029-897-1111

◦中央出張所☎ 029-831-6399 ◦あじさい館☎ 029-897-0511

◦働く女性の家☎ 029-831-2234 ◦保健センター☎ 029-898-2312

◦地域包括支援センター☎029-898-9110 ◦千代田公民館☎ 0299-59-5252

◦大塚ふれあいセンター☎0299-59-4088 ◦社会福祉協議会☎ 029-898-2527

◦やまゆり館☎ 029-832-5601
◦かすみがうらウエルネスプラザ☎ 029-897-1155

12月の納期限 ▼ 11月30日月・12月25日金

◉参加費 ▼各日 200 円／中学生以下 100 円

▼  施設休館日は、クラブもお休みです
【なかよしスポーツクラブ】�
問 大和 ☎090-2417-8502
◉スポーツ広場 ▼毎週日 9:30◉硬式テニス

▼毎週日 9:00◉ピンポン ▼毎週火土 12:30
◉フットサル ▼毎週水19:00◉よさこいソー
ラン ▼毎週日 10:30◉軽音楽 ▼毎週日 9:30
◉グラウンド・ゴルフ ▼毎週水 9:00 ／毎週
金 13:00 ※場所はすべて第 1常陸野公園◉
太極拳 ▼毎週水 13:30 働く女性の家◉硬式
テニス ▼ 毎週金 19:00多目的運動広場◉ス
ポーツ吹矢 ▼毎週木10:00千代田公民館（講
堂）◉英会話広場 ▼ 第 1.2.3.4 土 9:10 大塚
ふれあいセンター◉スポーツ鬼ごっこ ▼毎
週土 13:00 下稲吉東小学校◉ウォーキング

▼ 16 日水 9:30 市内とその周辺を歩く
【エンジョイスポーツクラブ】�
問�高田�☎090-2420-7846
◉グラウンド・ゴルフ ▼第 1.2.3.4 火 9:00
◉ターゲットバードゴルフ ▼第 1.3 金 9:00
※場所はすべてあじさい館◉弓道［要予約］

▼第 1日時間は要問合せ 多目的運動広場
※ グラウンド・ゴルフの体験は 3 回限定

かすみがうらスポーツカルチャー日程

※�新型コロナウイルス感染症の影響により、
中止や延期になる場合があります。

17 木

◇ 窓口サービス時間延長19:00 まで 千代田庁舎 千代田庁舎

○ にこにこ教室（未満児教室）[ 要予約 ]
13:00 かすみがうらウエルネスプラザ 保健センター

○ にこにこ教室（個別相談）[ 要予約 ]
9:30 かすみがうらウエルネスプラザ 保健センター

18 金
▲ 育児相談 [ 要予約 ]　9:30

かすみがうらウエルネスプラザ 保健センター

▲ 楽だカフェ/燦々サンシャイン13:30 ～ 15:30
※予約はサンシャインつくば（029-897-0101） 地域包括支援センター

19 土 ▲ なんでもかんでも相談 [ 要予約 ]13:30 やまゆり館 社会福祉協議会

20 日

21 月

22 火 ▲ 子育て相談 [ 要予約 ] 9:30/14:00 やまゆり館
12 月1日火 9:30 から予約受付 やまゆり館

23 水
▲ 教育支援相談 [ 要予約 ] 13:00 霞ヶ浦庁舎 学校教育課

▲ 心配ごと相談 [ 要予約 ]13:30 あじさい館 あじさい館

24 木

◇ 窓口サービス時間延長19:00 まで 千代田庁舎 千代田庁舎

○ にこにこ教室（未満児教室）[ 要予約 ]
13:00 かすみがうらウエルネスプラザ 保健センター

○ にこにこ教室（個別相談）[ 要予約 ]
9:30 かすみがうらウエルネスプラザ 保健センター

▲ 法律相談 [ 要予約 ] 13:00 あじさい館
12 月１日火 8:30 から予約受付 社会福祉課

25 金

26 土

27 日

28 月

29 火

30 水

31 木

1 火 ▲ マザークラス（母親学級）[ 要予約 ]
9:30 かすみがうらウエルネスプラザ 保健センター

2 水

○ 地区健診 [ 要予約 ] 9:30/13:30 
かすみがうらウエルネスプラザ 保健センター

○ にこにこ教室（5・6歳教室）[ 要予約 ]
14:00 かすみがうらウエルネスプラザ 保健センター

○ にこにこ教室（個別相談）[ 要予約 ]
9:30 かすみがうらウエルネスプラザ 保健センター

3 木
◇ 窓口サービス時間延長19:00 まで 千代田庁舎 千代田庁舎

○ 地区健診 [ 要予約 ] 9:30/13:30 
かすみがうらウエルネスプラザ 保健センター

4 金 ○ 地区健診 [ 要予約 ] 9:30/13:30 
かすみがうらウエルネスプラザ 保健センター

5 土 ■ あじさい土曜名画座 14:00 あじさい館 霞ヶ浦中地区公民館

6 日

7 月

8 火
▲ 子育て相談 [ 要予約 ] 9:30/14:00 やまゆり館

12 月1日火 9:30 から予約受付 やまゆり館

■ クリスマスリースづくり10:00 やまゆり館
11月24 日火 9:30 から12 月4 日金まで予約受付 やまゆり館

9 水

○ 3歳児健診（H29.8 月生）13:00
かすみがうらウエルネスプラザ 保健センター

▲ 心配ごと相談 [ 要予約 ]13:30 働く女性の家 社会福祉協議会

■ ベビーマッサージ＆ファーストサイン10:00 やまゆり館
11月25日水 9:30 から12 月７日月まで予約受付 やまゆり館

10 木

◇ 窓口サービス時間延長19:00 まで 千代田庁舎 千代田庁舎

○ にこにこ教室（未満児教室）[ 要予約 ]
13:00 かすみがうらウエルネスプラザ 保健センター

○ にこにこ教室（個別相談）[ 要予約 ]
9:30 かすみがうらウエルネスプラザ 保健センター

▲ 法律相談 [ 要予約 ]13:00 働く女性の家
12 月1日火 8:30 から予約受付 社会福祉課

11 金 ○ 1歳6カ月児健診（R1.5 月生）13:00
かすみがうらウエルネスプラザ 保健センター

12 土

13 日

14 月

15 火 ▲ 教育支援相談 [ 要予約 ] 13:00 霞ヶ浦庁舎 学校教育課

16 水 ○ 4カ月児健診（R2.8 月生）13:00
かすみがうらウエルネスプラザ 保健センター

結婚に関する相談業務や結婚を希望される方の出
会いの場などを提供しています。
午後1時～8時水／午前10時～午後5時日
場所：霞ヶ浦庁舎　☎ 029-897-1111

婚活サポートセンター

※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止や延期になる場合があります。

問�地域包括支援センター
◉千代田公民館 ▼ 8・22 日火 10:00
◉あじさい館 ▼ 1・8・15・２２日火 13:00
◉やまゆり館 ▼ 4・11・25 日金 10:00
◉働く女性の家 ▼ 7・14・21日月 10:00
◉大塚ふれあいセンター ▼ 7・14・21日月 13:00

シルバーリハビリ体操教室日程

※�新型コロナウイルス感染症の影響により、
中止や延期になる場合があります。

期限内納付にご協力ください。
◉固定資産税 [ ４期 ]　※
◉国民健康保険税 [ ５期 ]　※
◉後期高齢者医療保険料 [ ５期 ]　※
◉市・県民税 [ 4 期 ]　
◉国民健康保険税 [ ６期 ]　
◉後期高齢者医療保険料 [ ６期 ]
◉介護保険料 [ 5 期 ]
※マークは、11月30 日月が納期限です。

休日緊急診療当番医
◉土浦地区 ▼ ▼ ▼診療時間9:00～正午 /13:00～16:00
【外科】
6日
13日
20日
27日
29日
30日
31日

野上病院
神立病院
野上病院
県南病院
県南病院
県南病院
神立病院

☎ 029-822-0145
☎ 029-831-9711
☎ 029-822-0145
☎ 029-841-1148
☎ 029-841-1148
☎ 029-841-1148
☎ 029-831-9711

【内科】
6日
13日
20日
27日
29日
30日
31日

萩原クリニック
鈴木クリニック
木戸医院
ゆみこ内科クリニック
烏山診療所
高野医院
土浦ベリルクリニック

☎ 029-832-2111
☎ 029-841-7711
☎ 029-841-1753
☎ 029-821-1180
☎ 029-843-0331
☎ 029-841-0154
☎ 029-835-3002

【歯科】
6日
13日
20日
27日
29日
30日
31日

ながい歯科クリニック
たかぎ歯科
上野歯科医院
のぎ歯科
ホワイト歯科医院
神立デンタルクリニック
神立中央歯科医院

☎ 029-846-1122
☎ 029-822-3111
☎ 029-821-0885
☎ 029-843-8846
☎ 029-822-4182
☎ 029-830-2161
☎ 029-834-0888

防災行政無線で放送した内容を確認できるテレホン
サービスを行っています。
☎ 0800-800-3674

防災行政無線（24時間・通話無料）

救急車の要否や応急手当のアドバイス、医療機関の案内
受付時間：24時間／3 6 5日
☎ おとな：＃7119 または 03-6667-3377
☎ 子ども：＃8000 または 03-6667-3377

茨城おとな救急電話相談
茨城子ども救急電話相談

121212月月

休日在宅歯科診療当番
29日
30日
31日

掛札歯科病院
小松崎歯科医院
宇野歯科病院

☎ 0299-28-0270
☎ 0299-22-3282
☎ 0299-59-7710

有料広告欄有料広告欄



見守り新鮮情報　シリーズ㉔
恋愛感情や親切心につけ込む
「国際ロマンス詐欺」に注意

SNSで知り合った「アメリカの軍医である」とい
う男性から結婚したいとメールが届き、心を許して
しまった。お金と金塊を送るので受け取ってほしい
と言われたので了承し、保険と送料で15万円必要
だと言われ送金した。その後、男性から空港で止め
られたので、通すためにクリアランス料が必要だと
何度も言われ、200万円を振り込んでしまった。

▼ �ひとこと助言
◉ �SNSで知り合った外国人と連絡を取り合ううち
に、送金を迫られる「国際ロマンス詐欺」に関する
相談が寄せられています。面識のない人から荷物
やお金などを送りたいと言われても、安易に受け
取る約束をしないようにしましょう。

◉�荷物やお金などを受け取るための手数料などを求
められても、絶対に支払ってはいけません。支払っ
てしまうと返金を受けるのは極めて困難です。
◉�本人が恋愛感情や親切心を利用されていると認識
していない場合もあり、周囲のサポートが重要で
す。本人の話をよく聞き、冷静に対応しましょう。
◉�不安に思ったら、送金をする前に消費生活センター
などにご相談ください。

10かすみがうら☆☆☆有料広告を募集中／情報広報課広報係（霞ヶ浦庁舎）☆☆☆☆☆☆有料広告を募集中／情報広報課広報係（霞ヶ浦庁舎）☆☆☆

Information＆News
お知らせと情報

かすみがうら11

▼千代田庁舎 ☎ 0299-59-2111　 ▼霞ヶ浦庁舎 ☎ 029-897-1111

消費生活センターからのお知らせ

学校などでけがをしたら…
学校など（保育所・幼稚園などを含む）の管理下

における事故（負傷など）については、学校などで加
入する日本スポーツ振興センター災害共済給付制度
が、医療福祉制度（マル福）より優先されます。▲ �

受診する場合は…
学校などでけがをしたことを医療機関などに申し
出て、健康保険証のみを提示して受診してください。
後日、学校などを通じて日本スポーツ振興センター
災害共済給付制度へ請求してください。

�
※

注意事項
○�日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の範
囲外の場合で、医療福祉費助成の対象となる方は、
市役所窓口で償還払いの申請をしてください。
○�日本スポーツ振興センター災害共済給付制度と医
療福祉制度（マル福）を併用された場合は、医療福
祉費の返還が必要となりますのでご注意ください。

セルフメディケーションを知っていますか？
セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に

責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てする
こと」とWHO（世界保健機関）は定義しています。▲ �

セルフメディケーションの具体的な取り組みは？
病気や薬について、正しい知識を身に付けることが
必要です。正しい知識があれば、軽い症状を自分で改
善したり、生活習慣病の予防や健康維持に役立てたり
することができます。体調不良の場合は、一般用医薬
品や機能性食品を利用し、『自分で手当てする』取り
組みをしましょう。▲ �

セルフメディケーション税制について
特定の成分を含む一般用医薬品を年間で12,000円
以上購入し、さらにその年に会社の健康診断や特定健
診などを受けているなど、一定の条件を満たすと、そ
の購入費用について所得控除を受けることができます。
※�通常の医療費控除を受けている場合は、対象とな
りません。

問 国保年金課（千代田庁舎）

国保年金課からのお知らせ

　　◆消費生活センターでは
悪質商法、架空請求などの契約トラブル、商品サー
ビスの安全性など消費生活に関するご相談は何でも
承ります。まずはお電話でご相談ください。
時間 午前9時～正午／午後1時～4時
❶月火木金 場所：霞ヶ浦庁舎
❷水　　 場所：勤労青少年ホーム
◉�消費者教育や被害の注意喚起など、対象者に応じ
た出前講座を行っています。ぜひご利用ください。
問 かすみがうら市消費生活センター（霞ヶ浦庁舎）

☎ 029‐897‐1111

12月は「KSCなかよしスポーツクラ
ブ」の紹介展示
あじさい館では、市内の文化団体などが作成した

絵画、写真、陶芸、工芸品の芸術作品などを月替わ
りで展示しています。ぜひ、ご覧ください。

▼期間 11月25日水～12月20日日

問 生涯学習課 ☎ 029‐897‐0511

あじさい館展示

体操指導士になりませんか
「シルバーリハビリ体操指導士3級養成講習会」
の受講者を募集します。指導士は、ボランティアと
して地域の高齢者にシルバーリハビリ体操を指導し、
関係機関と連携しながら自助、互助の地域づくりを
担います。また、自身の介護予防にもつながります。

▼受講資格
 市内在住の50歳以上で次の全てを満たす方
 ◉常勤の職に就いていない方
 ◉指導士会に加入して体操指導のボランティア活

動ができる方
 ◉下記の講習会全日程（5日間）を受講できる方

▼講習会日程（時間：午前9時半～午後3時45分）

▼申込期限 12 月11日金

　地域包括支援センターに電話で申し込みください。
問 地域包括支援センター ☎ 029‐898‐9110

シルバーリハビリ体操指導士養成講習会

浄化槽は定期的な管理・検査が必要
浄化槽の機能を維持させるため、定期的な管理（保

守点検・清掃）と法定検査が必要です。適正な維持管
理と法定検査を行い、浄化槽を正しく使いましょう。

▼保守点検（保守点検業者に依頼）
◉�浄化槽内の機器や送風機、タイマーなどの点検調
査を行います。
◉ �10人槽以下の家庭用浄化槽の場合、3、4カ月
に1回行う必要があります。

▼清掃（清掃業者に依頼）
◉浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取ります。
◉年に1回以上行う必要があります。

▼法定検査（茨城県水質保全協会に申し込み）
◉�浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、きれ
いな水が放流されているかを検査します。
◉�最初の検査は、浄化槽を使い始めてから3～8
カ月の間に1回、その後は毎年1回行う必要が
あります。

▼一括契約システム（茨城県水質保全協会などに依頼）
◉�保守点検、清掃、法定検査を一括して契約できる
システムをご利用ください。

▼単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換
◉�生活雑排水も併せて処理できる合併処理浄化槽に
転換することで，放流する汚れの量を
8分の1に減らすことができます。

※詳細は、市ホームページをご覧ください。

問 生活環境課（霞ヶ浦庁舎）

浄化槽をお使いの皆さんへ

消費生活セ
ン タ ー HP

日程 講習会場
1 令和3年1月 19日 火 県立健康プラザ（送迎あり）
2 令和3年1月 25日 🈷

かすみがうらウエルネスプラザ
（宍倉5462）

3 令和3年 2月　2日 火
4 令和3年 2月 12日 金
5 令和3年 2月 15日 🈷

国税の納税証明書はオンライン請求を
パソコンやスマートフォンで納税証明書の請求

データを作成し、オンライン請求すると、窓口での
待ち時間も少なく納税証明書を取得できます。▲ �

請求方法
①�パソコンなどで納税証明書請求データを作成
e-Taxを初めて利用になる場合は、開始届出書を

作成・提出し、利用者識別番号を取得してください。
②�オンライン請求
必要事項を入力し、送信してください。

③�税務署窓口で本人確認し、納税証明書を受け取る
※�請求方法などの詳細は、国税庁ホーム
ページをご覧ください。
　問 土浦税務署 ☎ 029‐822‐1105

税務署からのお知らせ

国 税 庁 HP
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